
第１章

第１条 （目的）

第２章

第２条 （議会の活動原則） 評価

第３条 （議員の活動原則） 評価

第３章

第４条 （通年議会） 評価

第５条 （自由討議） 評価

第６条 （議長及び副議長の選挙） 評価

第７条 （議長の責務） 評価

第４章

第８条 （委員会の活動） 評価

第５章

第９条 （情報公開） 評価実　施　状　況

□実施済　　　□実施継続　　　□未実施

実　　績

『 柴 田 町 議 会 基 本 条 例 』 チ ェ ッ ク シ ー ト（平 成 ２５・２６ 年 度）
A：達成された（７割以上）　　B：一部達成された（５割程度）　　C：今後努力を要する（３割未満）　　－：評価に該当しない　

実　施　状　況 課　　題実　　績

課　　題

前文

　・・・　町民生活の向上と町政の発展

総則

議会及び議員の活動原則

議会運営

□監視　　□検証　　□評価

□実施済　　　□実施継続　　　□未実施

□政策立案　　□政策提言

□実施済　　　□実施継続　　　□未実施

□公正性　□透明性　□信頼性

□実施済　　　□実施継続　　　□未実施

○政策立案及び政策提言
（政策提言）

○公正性、透明性、信頼性の確保 （透明性）

（信頼性）

○町政運営の監視、検証、評価 （検証）

（評価）

（監視）

（政策立案）

（公正性）

実　施　状　況 課　　題実　　績

□実施　　□未実施○必要な事項は別に定める

□実施済　　　□実施継続　　　□未実施

○自己の資質の向上

○町民全体の生活向上を目指す

○議員間の自由な討議、議案表決の賛
否理由の明確化

○政策立案能力を高める

○町民への説明責任を果たす

課　　題実　　績

○中立かつ公正な職務遂行

実　施　状　況 課　　題実　　績

課　　題

課　　題

□実施　　　□未実施

□実施　　　□未実施

実　　績

□議長　　　□副議長

町民と議会との関係

○政策立案・提言

○所信表明の実施については別に定め
る

○議員相互間の自由討議により議論を
尽くす

実　施　状　況

実　施　状　況

○請願者からの説明

実　　績

実　施　状　況 課　　題

□実施　　　□未実施

委員会活動

○多様な町民意見の把握と、政策形成
への反映

（把握）

　　　　　□多様な町民意見の把握
　　　　　□政策形成への反映

□実施済　　　□実施継続　　　□未実施

○町民への情報公開、説明責任
□情報公開　　□説明責任

□実施済　　　□実施継続　　　□未実施 （情報公開）

（反映）　

（説明責任）

　□本会議　　□常任委員会
　□全協　　□議運　　　□その他委員会

○立候補制

○所信表明の実施

□議長　　　□副議長

○執行部の出席要請を必要最小限にと
どめる

□実施　　　□未実施

□実施　　　□未実施

□実施　　　□未実施

○会期を通年とする □実施　　□未実施

○会議での報告及び報告に対して質疑

□実施済　　　□実施継続　　　□未実施

□実施済　　　□実施継続　　　□未実施

□実施　　　□未実施

□実施済　　　□実施継続　　　□未実施

実　施　状　況

□報告の実施　　□質疑の実施

□実施済　　　□実施継続　　　□未実施

□実施済　　　□実施継続　　　□未実施

実　　績

○民主的かつ効率的な議会運営

○行政課題に適切かつ迅速に対応

○参考人制度、公聴会制度の活用

○町民に対する積極的な情報公開 □議会だより　□ホームページ
□議会中継　□議会懇談会
□その他（SNS等）



第10条 （説明責任） 評価

第11条 （議会懇談会） 評価

第12条
（請願及び陳情の意見陳
述）

評価

第６章

第13条 （一問一答方式、反問権） 評価

第14条
（計画、政策の形成過程の
説明）

評価

第15条
（予算及び決算の説明資
料）

評価

第16条 （議決事件の拡大） 評価

第17条
（事務執行の監視及び評
価）

評価

第７章

第18条
（政務活動費の執行及び公
開）

評価

第８章

第19条
（議員調査活動及び研修の
充実強化）

評価

第20条 （議会事務局の体制強化） 評価

第21条 （議会図書室の活用） 評価

第９章

第22条 （議員倫理） 評価

実　　績

実　　績 課　　題

課　　題

□予算　　　　□決算

（ホームページ）

（閲覧のみ）

（情報公開コーナー、町内施設）

（紙ベースの閲覧のみ）

（配布）

□実施　　□未実施

実　施　状　況 課　　題実　　績

（H25年度）

（H26年度）

実　　績

実　　績

課　　題

課　　題

実　施　状　況

課　　題

課　　題

□実施済　　　□実施継続　　　□未実施

実　施　状　況

○町長等の事務執行についての監視責
任

□実施済　　　□実施継続　　　□未実施

実　施　状　況

□実施済　　　□実施継続　　　□未実施

課　　題

実　施　状　況 課　　題

○一問一答方式の十分な活用

□実施　　□未実施

実　施　状　況

実　　績

実　　績

実　　績

○議会活動に関する町民への説明責任 □実施済　　　□実施継続　　　□未実施

○議案等の賛否の公表 □実施　　　□未実施

□確保できている　　□確保できていない

実　施　状　況

○行政情報の収集提供に努める

実　施　状　況

□実施　　□未実施
(平成26年度）

実　　績

○反問権 □実績あり　　□実績なし

実　　績

議員の政治倫理及び待遇

○政治倫理の向上に努める

議会及び議会事務局等の体制整備

政務活動費

議会と町長等との関係

□実施　　□未実施

□実施　　□未実施

□実施　　　□未実施

実　施　状　況

実　　績

(平成25年度）

□実施　　　□未実施

課　　題

課　　題

□実施済　　　□実施継続　　　□未実施

□実施　　□未実施

○議決事件の拡大に努める

○議員研修の充実強化 □実施済　　　□実施継続　　　□未実施

○図書及び資料の充実

□倫理条例を遵守している
□倫理条例を遵守していない

○議決事件の拡大については条例で定
める

□実施　　□未実施

□ホームページ　□議会だより
□情報公開コーナー　　□閲覧のみ

○他自治体、専門家との交流、先進事
例の調査研究 □他自治体との交流

□専門家との交流　　　　□調査研究

（他自治体との交流）

（専門家との交流）

（調査研究）

実　　績

実　　績

課　　題

実　施　状　況

○議事機関としての機能と必要な予算
の確保

○収支報告書の公開

○反問権の実施については別に定める □実施　　□未実施

○会議等の公開、傍聴者への関係資料
の公開

（会議の公開）
□本会議　　□全員協議会
□各常任委員会　□議会運営委員会
□予算特別委員会　□決算特別委員会

（会議録の公開）
□本会議　　□全員協議会
□各常任委員会　□議会運営委員会
□予算特別委員会　□決算特別委員会

（傍聴者への資料）
□議案書　　□一般質問通告書　□予算
書
□その他資料

□実施済　　　□実施継続　　　□未実施

（ホームページ）

○調査及び法務機能の充実強化
□研修会等　　□他自治体との情報交換

□実施済　　　□実施継続　　　□未実施

○提出者からの意見陳述の機会

○町長等の政策等に関する説明要求

○毎年２回以上の開催

実　施　状　況

○施策別、事業別の説明資料の要求
□実施　　□未実施

○町長等の事務執行についての評価を
明らかにする

○執行に当たっては柴田町議会政務活
動費の交付に関する条例の定めるところ
による

実　施　状　況 課　　題

実　施　状　況



第23条 （議員定数） 評価

第24条 （議員報酬） 評価

第25条
（長期欠席議員の議員報酬
の減額）

評価

第10章

第26条 （最高規範性） 評価

第27条 （見直し手続き） 評価

□検討　　□未検討

実　　績

□実施　　□未実施

□検討　　□未検討

課　　題

実　　績

□改正あり　　□検討協議のみ　□未検討

□改正あり　　□検討協議のみ　□未検討

実　　績

実　施　状　況 課　　題

実　施　状　況 課　　題

実　施　状　況

実　施　状　況 課　　題

実　　績

最高規範性及び見直し手続き

□該当あり　　□該当なし

□実施　　□未実施

実　施　状　況 課　　題

□遵守されている　　□遵守されていない

○報酬は条例で定める

○報酬の減額については条例で定める □実施　　□未実施

実　　績

○この条例の趣旨に反する条例を制定
してはならない。

□実施　　□未実施

○改正が必要な場合は適切な措置を講
ずる

□実施　　□未実施

○議員が長期に活動できない場合は議
員報酬の減額を行う。

○目的が達成されているかを２年ごとに
議会運営委員会で検証。

○一般選挙を経た任期開始後、速やか
に条例研修を行う。

○十分に考慮する

○十分に考慮する

□実施　　□未実施

○条例改正議案は明確な理由を付して
提出

○条例改正議案は明確な理由を付して
提出
○定数は条例で定める

○議員の政治倫理については条例で定
める

□実施　　□未実施


